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那須町どぶろく・ワイン・リキュール特区 

 

都道府県名： 栃木県 

 

申請主体名： 那須郡那須町 

区域の範囲： 栃木県那須郡那須

町の全域 

特区の概要： 那須町では、どふろく・ワイン特区の認定後、農業の６

次産業化を推進している。 

しかしながら、那須町のような中山間地域では、農業就

業人口の減少と高齢化が深刻化しており、農業の担い手確

保や営農の維持が大きな課題となっている。 

こうした状況を踏まえ、新たにリキュール特区を追加設

定することで、町内産の農産物を活用し、地域オリジナル

のリキュール製造を通じて、農業の収益性を高めるととも

に、魅力向上にも寄与すると考える。農業と観光の連携に

よる地域活性化をさらに推進していく。 

適用される規制

の特例措置： 

707（708）：特定農業者による特定酒類の製造事業 

709（710,711）：特産酒類の製造事業 

 

那須町内の酪農家が 

牛の世話をしている様子 

 

町内産の農産物を使用し 

加工・販売された商品 


